
部 局 等

１ 　沖縄県ウクライナ避難民等支援本部の設置（Ｒ４.３.18）

２ 　内閣官房が設置した「ウクライナ避難民対策連絡調整会議」、同会議の下に設置されたタスク
フォース等から、国の動向など、情報収集を実施する。

１ 　避難民の要望を踏まえて、県内小売店舗等に対して、食糧・衣類等の無償提供の協力依頼を広く呼
びかけを行う。

２ 　避難民の要望に幅広く応えられるよう、自由に生活物資関連商品が購入できるような商品券等を避
難民に提供することを検討する。

３ 　避難民の県内での生活が長期に及ぶ場合は、各種支援機関や避難者の支援を行うＮＰＯやボラン
ティア団体等へのつなぎなど避難民の状況に応じた支援を関係機関と連携して対応する。

１ 　外務省及び出入国在留管理庁等の情報収集

２ 　県内在住ウクライナ人等への聞き取り調査及び支援ニーズ等の把握

３ 　ウクライナ避難民の来沖時の一時避難先へのアテンド
　（※使用言語はロシア語・ウクライナ語であり通訳が課題。今後出入国在留管理庁や県内でウク
　　　ライナ避難民支援のために活動している民間団体等との連携等を検討）

４ 　多言語による生活相談の実施（公益財団法人沖縄県国際交流・人財育成財団に相談窓口を設置）

５ 　日本赤十字社（知事が沖縄県支部支部長）が設置している「ウクライナ人道危機救援金」の専用口
座を県民に広く周知
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ウクライナからの避難民等に対する支援内容一覧

支  援  内  容

知事公室

子ども生活福祉部

農林水産部

　去る３月１５日に、「短期滞在」の在留資格で入国した避難民について、１年間の期限で就労可能な
「特定活動」への変更を認める政府発表がなされたところ。
　農林水産関連では、当該方針を踏まえた農業分野への人材受入れ等の支援策が想定されるが、具体的な
対応については、他府県の情報収集のほか、３月１６日に設置された政府の「ウクライナ避難民対策連絡
会議」や、農林水産省の動向も踏まえ検討を進めて行く。

就労支援関係

１  「特定活動」の在留資格による就労の概要
法務省（出入国在留管理庁）によると、避難を目的として「短期滞在」等の在留資格で日本に入国し
たウクライナ人については、個別事情を考慮しつつ、就労可能な在留資格「特定活動（１年）」での
滞在を認めることとしたとのこと。
※「特定活動」での滞在が認められる事例としては、病院等への入院、長期観光、インターンシッ
　プ、ＥＰＡ（経済連携協定）に基づく看護師、介護福祉士等があるが、「特定活動」については
　その活動内容により就労の可否が指定される。

２ 　外国人を対象とした就労支援（ウクライナ難民支援）
　○避難民を雇用する企業に対する相談窓口、セミナーの開催
　　主体：グッジョブ相談ステーション
　　時期：４月上旬～中旬（既存の相談窓口で対応可能）
　　具体的内容：・雇い入れを希望する企業を対象に、受け入れの際に必要となる手続き、要件な
　　　　　　　　　どについて窓口での個別相談
　　　　　　　　・専門家（社労士、行政書士等）による労務管理、入国・在留に関する手続き等
　　　　　　　　　のセミナー
　　課題：・セミナー内容の検討（企業が雇用する場合に必要な情報の整理）
　　　　　・入管、労働局等関係機関との連携
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ウクライナからの避難民等に対する支援内容一覧

支  援  内  容

環境部

１ 　提供可能戸数21戸

２ 提供内容：期間６ヶ月（最長１年間）

１ 　児童生徒の学校への受け入れ

２ 　学用品等の提供

３ 　心理的ケアが必要となる場合のカウンセラー等の派遣
　※通訳・支援員等の確保が必要

土木建築部

避難先でのペット飼養に係る相談受付
・仮に避難先でペット飼養に困るような事態が発生した場合、その相談受付を実施

教育庁

避難児童生徒の受け入れ

保健医療部

心のケアについて

　本県では、県立総合精神保健福祉センターにおいて、県民を対象とした心の電話相談や来所相談を実施
している。
　ウクライナからの避難民を受け入れ、心のケアに関する相談が必要な場合には、まずは受入支援を行っ
ている方を介して相談に応じることとし、必要に応じてインバウンド医療通訳コールセンター等を活用し
た相談体制の構築について検討していきたいと考えている。

地 域 北 部 地 区 中 部 地 区 南 部 地 区
戸 数 ９ ６ ６
内 訳 名 護 市 ９ 沖 縄 市 ２ 那 覇 市 ３

西 原 町 １ 豊 見 城 市 ２
北 中 城 村 １ 糸 満 市 １
宜 野 湾 市 ２


